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D-473 HCV 核酸定量（C型肝炎の治療法の選択）（回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、C 型肝炎の治療法の選択における HCV 核酸定量検査の算

定は 1 回に限り認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 HCV 核酸定量検査は、留意事項通知により、急性 C 型肝炎の診断、C

型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定でき

る。 

 HCV抗体陽性が確認された患者に対しては、HCV-RNAの検出を行い、

同時にウイルス量より治療が選択されるが C 型肝炎の治療法の選択を目

的とする算定は 1 回のみ認められると整理した。 

 


